
告

示

規

則

福
島
県
防
火
管
理
者
講
習
会
実
施
細
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
二
号

福
島
県
防
火
管
理
者
講
習
会
実
施
細
則
を
廃
止
す
る
規
則

福
島
県
防
火
管
理
者
講
習
会
実
施
細
則(

昭
和
三
十
六
年
福
島
県
規
則
第
八
十
三
号)
は
、
廃
止
す

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

消
防
保
安
課)

福
島
県
告
示
第
三
十
八
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
島
県
議

会
定
例
会
を
平
成
二
十
三
年
二
月
十
七
日
福
島
市
に
招
集
す
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

総

務

課)

福
島
県
告
示
第
三
十
九
号

漁
業
災
害
補
償
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
発
起
人
下
遠
野
正
一
ほ
か
一
名
か
ら
の
平
成
二
十
二
年
十

二
月
二
十
八
日
付
け
の
届
出
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

水

産

課)

福
島
県
告
示
第
四
十
号

漁
業
災
害
補
償
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
発
起
人
鈴
木
重
実
ほ
か
一
名
か
ら
の
平
成
二
十
二
年
十
二

月
二
十
八
日
付
け
の
届
出
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

水

産

課)

福
島
県
告
示
第
四
十
一
号

漁
業
災
害
補
償
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
発
起
人
宍
戸
一
治
ほ
か
一
名
か
ら
の
平
成
二
十
二
年
十
二

月
二
十
八
日
付
け
の
届
出
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

水

産

課)

福
島
県
告
示
第
四
十
二
号

漁
業
災
害
補
償
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
発
起
人
桜
井
勝
ほ
か
一
名
か
ら
の
平
成
二
十
二
年
十
二
月

二
十
八
日
付
け
の
届
出
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

水

産

課)
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
防
火
管
理
者
講
習
会
実
施
細
則

を
廃
止
す
る
規
則

二
九

告

示

○
福
島
県
議
会
定
例
会
を
招
集
す
る
件

二
九

○
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
届
出
に
係
る

特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
に
つ
い
て

規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る

件
六
件

二
九

○
保
安
林
等
の
皆
伐
面
積
の
限
度
を
公
表

す
る
件

三
〇

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と

し
て
指
定
し
た
件

三
一



福
島
県
告
示
第
四
十
三
号

漁
業
災
害
補
償
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
発
起
人
菊
地
完
ほ
か
一
名
か
ら
の
平
成
二
十
二
年
十
二
月

二
十
八
日
付
け
の
届
出
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

水

産

課)

福
島
県
告
示
第
四
十
四
号

漁
業
災
害
補
償
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
発
起
人
伏
見
博
ほ
か
一
名
か
ら
の
平
成
二
十
二
年
十
二
月

二
十
八
日
付
け
の
届
出
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

水

産

課)

福
島
県
告
示
第
四
十
五
号

森
林
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号)

第
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
保
安
林
等
の
皆
伐
に
よ
る
立
木
の
伐
採
に
つ
き
森
林
法(

昭
和
二
十
六
年

法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
四
条
第
一
項
の
許
可
を
す
べ
き
皆
伐
面
積
の
限
度
た
る
面
積
を
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

平
成
二
十
三
年
度
皆
伐
面
積
の
限
度(

単
位

ヘ
ク
タ
ー
ル)

同
一
の
単
位
と
さ
れ
る
保
安
林
等
の
名
称

皆
伐
面
積
の
限
度

宇
多
川
水
源
か
ん
養
保
安
林

八
四
・
九
八

宇
多
川
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

三
九
・
九
〇

宇
多
川
干
害
防
備
保
安
林

〇
・
四
七

新
田
川
水
源
か
ん
養
保
安
林

二
七
六
・
九
八

新
田
川
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
一
二
・
〇
一

新
田
川
干
害
防
備
保
安
林

五
・
〇
〇

請
戸
川
水
源
か
ん
養
保
安
林

二
七
三
・
〇
〇

請
戸
川
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
二
四
・
九
四

請
戸
川
土
砂
崩
壊
防
備
保
安
林

〇
・
〇
四

請
戸
川
干
害
防
備
保
安
林

四
・
二
三

木
戸
川
水
源
か
ん
養
保
安
林

四
五
〇
・
五
〇

木
戸
川
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

九
六
・
三
二

木
戸
川
防
風
保
安
林

一
・
七
六

夏
井
川
下
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

五
四
八
・
〇
二

夏
井
川
下
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
二
九
・
七
七

夏
井
川
下
流
干
害
防
備
保
安
林

八
・
四
八

鮫
川
下
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

三
七
〇
・
五
一

鮫
川
下
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

二
九
・
五
〇

福
島
北
東
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

四
一
四
・
七
七

福
島
北
東
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
五
一
・
五
〇

福
島
北
東
地
区
干
害
防
備
保
安
林

〇
・
九
二

福
島
南
西
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
八
五
・
三
四

福
島
南
西
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

三
七
・
八
九

郡
山
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

六
一
九
・
〇
五

郡
山
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

二
六
・
四
一

郡
山
地
区
干
害
防
備
保
安
林

六
・
一
六

郡
山
地
区
水
害
防
備
保
安
林

〇
・
一
二

夏
井
川
上
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

五
二
・
二
一

夏
井
川
上
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

七
・
七
九

夏
井
川
上
流
干
害
防
備
保
安
林

二
・
九
三

阿
武
隈
川
上
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

三
六
五
・
二
〇

阿
武
隈
川
上
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

三
五
・
九
四

石
川
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

〇
・
七
二

石
川
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
・
二
四

石
川
地
区
干
害
防
備
保
安
林

一
・
五
三

鮫
川
上
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
〇
・
〇
二

鮫
川
上
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
五
・
七
四

鮫
川
上
流
干
害
防
備
保
安
林

三
・
二
一

久
慈
川
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
五
六
・
一
〇

久
慈
川
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

九
七
・
五
八

久
慈
川
干
害
防
備
保
安
林

〇
・
四
四

猪
苗
代
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

三
四
八
・
九
二

猪
苗
代
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

八
三
・
二
三

桧
原
地
区
水
源
か
ん
養
保
安
林

二
六
二
・
八
〇

桧
原
地
区
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

〇
・
五
四

濁
川
水
源
か
ん
養
保
安
林

五
三
八
・
四
五

濁
川
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

四
三
・
五
九

濁
川
干
害
防
備
保
安
林

〇
・
六
二

阿
賀
川
下
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

二
四
一
・
〇
八

阿
賀
川
下
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

九
七
・
五
六
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阿
賀
川
下
流
干
害
防
備
保
安
林

五
・
九
〇

阿
賀
川
中
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

七
一
六
・
一
二

阿
賀
川
中
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
一
五
・
六
四

阿
賀
川
中
流
防
風
保
安
林

〇
・
〇
四

阿
賀
川
中
流
干
害
防
備
保
安
林

一
・
一
六

只
見
川
下
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

八
一
三
・
七
一

只
見
川
下
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

一
三
五
・
三
二

只
見
川
下
流
干
害
防
備
保
安
林

三
・
一
八

阿
賀
川
上
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
〇
九
〇
・
八
九

阿
賀
川
上
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

五
〇
七
・
七
四

只
見
川
上
流
水
源
か
ん
養
保
安
林

一
、
七
三
六
・
五
七

只
見
川
上
流
土
砂
流
出
防
備
保
安
林

二
五
二
・
八
〇

只
見
川
上
流
干
害
防
備
保
安
林

五
・
七
四

浜
通
り
地
区
保
健
保
安
林

二
九
・
四
二

中
通
り
地
区
保
健
保
安
林

一
八
・
九
一

会
津
地
区
保
健
保
安
林

九
八
・
四
六

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
四
十
六
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
三
年
一
月
十
九
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
二
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

株
式
会
社
ツ
タ

南
相
馬
市
原
町
区
栄

平
成
二
三
年
一
月
二
一
日
か
ら
平

南
相
馬
市
原
町
区
栄
町

ヤ

町
一
丁
目
三
五
番
地

成
二
七
年
九
月
三
〇
日
ま
で

一
丁
目
一
二
五
番
地

(
出
納
総
務
課)
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